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※
声
の
広
報
（
録
音
テ
ー
プ
）
の
貸
し
出
し
は
、
図
書
館
本
館
・
秘
書
広
報
課
へ
。

　

ま
た
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
聴
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
★
秘
書
広
報
課
☎
㉕
１
１
５
５

平
成
25
年
度
埼
玉
県
介
護
支
援

専
門
員
（
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
）

実
務
研
修
受
講
試
験
を
実
施

赤
十
字
防
災
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

養
成
セ
ミ
ナ
ー
〈
基
礎
編
〉【
第

３
回
】
を
開
催

日
時　
10
月
13
日
㈰　
午
前
10
時
〜

会 

場　

獨
協
大
学
（
草
加
市
学
園

町
１―

１
）
ほ
か

受 

験
資
格　

保
健
・
医
療
・
福
祉

分
野
で
、
原
則
と
し
て
通
算
５

年
以
上
従
事
、
か
つ
９
０
０
日

以
上
の
実
務
経
験
を
有
す
る
人

受
験
案
内

・ 

配
布
期
間　

６
月
７
日
㈮
〜
７

月
10
日
㈬
（
閉
庁
日
を
除
く
）

・ 

配
布
場
所　

介
護
い
き
が
い
課

（
市
役
所
１
階
）、
市
民
福
祉
課

（
総
合
支
所
仮
庁
舎
）、
本
庄
市

社
会
福
祉
協
議
会
、
埼
玉
県
高

齢
介
護
課
、
埼
玉
県
福
祉
事
務

所
、
埼
玉
県
社
会
福
祉
協
議
会

（
彩
の
国
す
こ
や
か
プ
ラ
ザ
内
）

費
用　

８
、
７
０
０
円

受 

付
期
間　

６
月
７
日
㈮
〜
７
月

10
日
㈬
（
当
日
消
印
有
効
）

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
左
記
へ

★ 
埼
玉
県
社
会
福
祉
協
議
会
ケ
ア

マ
ネ
ジ
ャ
ー
業
務
課
☎
０
４
８―

８
２
４―

３
１
１
１

　

防
災
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
活

動
す
る
人
の
養
成
及
び
防
災
（
災

害
）
へ
の
意
識
の
高
揚
を
図
る
こ

と
を
目
的
に
開
催
し
ま
す
。

日 

時　

７
月
27
日
㈯　

午
前
９
時

30
分
〜
午
後
４
時
30
分

会 

場　

小
川
赤
十
字
病
院
（
小
川

町
小
川
１
５
２
５
）

講 

師　

赤
十
字
救
急
法
指
導
員
ほ

か
対
象　

15
歳
以
上
の
人

定
員　

50
人（
多
数
の
場
合
抽
選
）

費 

用　

５
０
０
円
（
教
材
費
・
保

険
料
）

申 

込　

６
月
27
日
㈭
（
必
着
）
ま

で
に
は
が
き
に
「
防
ボ
ラ
第
３

回
希
望
」・
氏
名
・
ふ
り
が
な
・

性
別
・
郵
便
番
号
・
住
所
・
電

話
番
号
・
生
年
月
日
を
記
入
の

う
え
、
左
記
へ
郵
送

※
日
本
赤
十
字
社
埼
玉
県
支
部
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ（http://saitam

a.jrc.
or.jp/

）か
ら
も
申
し
込
み
で
き

ま
す
。

郵 

送
先　

〒
３
３
０―

０
０
６
４

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
岸
町
３―

17―

１　

　

 

日
本
赤
十
字
社
埼
玉
県
支
部
救

護
係

★ 

日
本
赤
十
字
社
埼
玉
県
支
部
救

護
・
講
習
課
☎
０
４
８―

７
８

９―

７
１
０
９

全国一斉「女性の権利１１０番」
にご相談ください

　女性に対する暴力（ドメスティック・バイ
オレンス、ストーカー、セクシュアル・ハラ
スメント）を中心とした女性の権利一般に関
する弁護士による臨時電話法律相談を実施し
ます。対処の仕方や正しい法律知識を提供し、
適切なアドバイスを行います。ぜひご利用く
ださい。
日時　６月24日㈪　午前10時～午後４時
相談電話番号　☎０４８―８６４―７０１３
★  埼玉県男女共同参画課☎０４８―８３０―
２９２５

全国一斉「子どもの人権１１０番」
強化週間を実施します

　学校でのいじめや家庭での虐待など、誰に
も相談できずに悩んでいませんか。相談内容
の秘密は守ります。一人で悩まずに、まずご
相談ください。
期間　６月24日㈪～30日㈰
時 間　午前８時30分～午後７時（６月29㈯・
30日㈰は午前10時～午後５時）
相 談電話番号　☎０１２０―００７―１１０
（無料）
※IP電話からは接続できません。
相 談担当者　法務局職員、子ども人権委員会
委員
★ さいたま地方法務局人権擁護課☎０４８―
８５９―３５０７

困ったときは、ご相談を
催　

し
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平
成
25
年
度
教
科
書
展
示
会

を
開
催

日 

時　

６
月
14
日
㈮
〜
29
日
㈯（
月

曜
日
を
除
く
）　

午
前
10
時
〜

午
後
５
時
15
分

会
場　

図
書
館
本
館

★
学
校
教
育
課
☎
㉕
１
１
８
３

本
庄
特
別
支
援
学
校
説
明
会

及
び
学
校
公
開
週
間
を
実
施

　

小
学
部
１
年
生
か
ら
高
等
部
３

年
生
ま
で
の
知
的
発
達
に
遅
れ
の

あ
る
児
童
生
徒
が
、
支
援
を
受
け

な
が
ら
元
気
に
学
校
生
活
を
送
っ

て
い
ま
す
。
こ
の
機
会
に
ぜ
ひ
ご

参
観
く
だ
さ
い
。

○
学
校
説
明
会

日 

時　

10
月
２
日
㈬　

午
前
９
時

40
分
〜
正
午

内 

容　

授
業
公
開
、
学
校
概
要
の

説
明
、
高
等
部
入
学
選
考
の
説

明
、
進
路
指
導
概
要
の
説
明
及

び
特
別
支
援
教
育
に
関
す
る
情

報
提
供

○
第
１
回
学
校
公
開
週
間

日 

時　

７
月
８
日
㈪
〜
12
日
㈮（
９

日
㈫
を
除
く
）　

午
前
９
時
45

分
〜
正
午
（
２
校
時
〜
４
校
時
）

内 

容　

授
業
公
開

※
次
回
の
学
校
公
開
週
間
は
、
11

月
５
日
㈫
〜
８
日
㈮
で
す
。

★ 
埼
玉
県
立
本
庄
特
別
支
援
学
校

☎
㉔
３
７
４
７

乙種防火管理者資格取得講習会・甲種防火管理者資格取得講習会（再講習）を開催

①乙種防火管理者資格取得講習会
　学校、病院、工場、事業所、店舗その他多数の
人が出入りし、勤務又は居住する建物（収容され
る人の数が、不特定の人を収容する建物は30人以
上、その他の建物は50人以上）には、消防法で定
める資格を有する防火管理者を置かなければなり
ません。
　小規模店舗（延べ面積
300㎡未満）、ビルのテ
ナント等、資格を持って
いない事業所を対象に、
資格を取得するための
講習会を下記のとおり
開催します。
日時　６月27日㈭　午前９時20分～午後４時
会場　児玉郡市広域消防本部　
定員　30人（先着順）
費用　2,000円（教材費）
申 込　６月10日㈪から申込書に必要事項を記入し、
証明写真（縦2.5cm×横2.0cm）を添付のうえ、
直接児玉郡市広域消防本部予防課へ

②甲種防火管理者資格取得講習会(再講習)
　劇場、飲食店、店舗、
ホテル、病院など不特定
多数の人が出入りする建
物（特定防火対象物）の
うち、収容人員が300
人以上で甲種防火対象物
の防火管理者は、甲種防
火管理講習の修了日から５年以内に再講習を受講
（その後は５年ごとに再講習受講義務）しなければ
なりません。
　資格を持つ該当者を対象に、下記のとおり講習
会を開催します。
日時　６月24日㈪　午前９時30分～ 11時40分
会場　児玉郡市広域消防本部
定員　30人（先着順）
費用　2,000円（教材費）
申 込　６月10日㈪から申込書に必要事項を記入し、
証明写真（縦2.5cm×横2.0cm）を添付のうえ、
直接児玉郡市広域消防本部予防課へ
※申し込み時に、「甲種防火管理講習修了証」を持
参してください。

※申込書は、児玉郡市広域消防本部及び各消防署で配布します。また、児玉郡市広域市町村圏組合ホームページ
（http://www.kodamakouiki.jp/）からもダウンロードできます。詳しくは下記へお問い合わせください。
★児玉郡市広域消防本部予防課☎72４６５４


